
 

 

2025清水エスパルス応援定期預金規定 

清 水 銀 行 
令和 7年 2月 22日 制定 

（9-0-08-30） 

この預金は、本規定で定めた条項によるほか「しみず定期預金規定集」の共通規定、自動継続自由金利型定期預金

（Ｍ型）規定〔単利型〕及び「しみずダイレクトバンキングサービス利用規定」「清水みなとインターネット支店ご

利用規定」に基づきお取扱いさせていただきます。 
 

    

１．（預入対象者） 

2025清水エスパルス応援定期預金取扱期間中に新規でお預け入れされる個人の方。 

２．（預け入れ） 

（１）この預金は、1口１０万円以上とし、預入期間１年の自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）[単利型]でのお預

け入れとします。 

（２）この預金は、しみずダイレクトバンキングサービスによる清水みなとインターネット支店へのお預け入れと

します。 

（３）この預金は、通帳の発行、通帳への記帳および証書の発行は行いません。 

３．（約定利率） 

この預金の約定利率は、預入日の自由金利型定期預金（Ｍ型）預入期間１年ものの店頭および当行ホームペー

ジ表示利率に、下記①②③の利率を上乗せした利率となります。 

①２０２５年Ｊ１リーグの清水エスパルスホームゲーム（国立競技場ホームゲームを含む全１９試合）での清

水エスパルスの「勝利」による利率の上乗せ 

 １勝利毎  ＋年０．０１％ 

  但し、清水銀行デー（ホーム開幕戦・ホーム最終戦）に勝利した場合  ＋年０．０２％ 

国立競技場ホームゲームで勝利した場合  ＋年０．０５％ 

②清水エスパルスのホームスタジアムであるＩＡＩスタジアムでのホームゲームで入場者数１８，０００人以 

 上を４回以上達成した場合の上乗せ  ＋年０．０５％ 

③最終順位に応じた利率の上乗せ 

 ・優勝の場合     ＋年０．３０％ 

 ・２位・３位の場合  ＋年０．１５％ 

 ・４位～９位の場合  ＋年０．０５％ 

４．（自動継続） 

（１）この預金は、満期日に同一の期間の自由金利型定期預金（Ｍ型）[単利型]に自動的に継続します。継続され

た預金についても同様とします。 

（２）この預金の継続後の約定利率は、継続日における当行ホームページに掲示した自由金利型定期預金（Ｍ型） 

（スーパー定期）1 年ものの利率とし、継続後の満期日においては、第 3条の利率上乗せは行いません。 

５．（付利単位・満期日前解約） 

（１）この預金の付利単位は 1円とし、1年を３６５日として日割で計算します。 

（２）当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息は預入日（継続したときは最後

の継続日。以下同じです）から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第 4位以下は切捨

てます）によって計算し、この預金とともに支払います。 

〔預入期間に応じた掛目〕 

Ⅰ 6か月未満       解約日における普通預金の利率 

Ⅱ 6か月以上 1年未満   預入日（継続したときは最後の継続日）のスーパー定期 1年ものの店頭表示利率×50％ 

               但し、上記Ⅰの利率を下回る場合は、Ⅰの利率とします。 

※上乗せレートは考慮しません。 

以 上 


